
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

特

定

製

品

に

係

る

フ

ロ

ン

類

の

回

収

及

び

破

壊

環

境

企

画

課

の

実

施

の

確

保

等

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

フ

ロ

ン

類

の

性

状

及

び

フ

ロ

ン

類

の

充

塡

方

法

環

境

企

画

課

に

つ

い

て

十

分

な

知

見

を

有

す

る

者

等

の

指

定

○

フ

ロ

ン

類

を

フ

ロ

ン

類

破

壊

業

者

等

に

確

実

に

〃

引

き

渡

す

と

認

め

ら

れ

る

者

の

指

定

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

代

理

納

付

者

の

指

定

税

務

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

都

市

計

画

の

変

更

都

市

計

画

課

○

都

市

計

画

事

業

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

【

人

事

委

員

会

】

○

管

理

職

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

人

事

委

員

会

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
号

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成

十
四
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
一
条
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を

「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中

第
十
四
条

を

第
三
十
二
条

に

第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
簿

を

第

「

」

「

」

、「

」

「

一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
登
録
簿
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に

「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

、

廃
業
等
届
出
書
」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
廃
業
等
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
省
令
第
七
条
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
七
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う

）
。

第
四
十
九
条
第
一
号
」
に

「
再
利
用
す
る
者
」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者
」
に

「
と
認
め

、

、

ら
れ
る
者
」
を
「
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充

塡
回
収
業
者

に
改
め

同
条
第
三
項
中

省
令
第
七
条
に
規
定
す
る
フ
ロ
ン
類
を
再
利
用
す
る
者

以

」

、

「

（

下
「
再
利
用
者
」
と
い
う

」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第

。
）

二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収

業
者
」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
」
に

「
フ
ロ
ン
類
を
」
を
「
フ
ロ
ン
類
を
第
一
種
フ

、

ロ
ン
類
再
生
業
者
又
は
」
に

「
破
壊
を
」
を
「
再
生
又
は
破
壊
を
」
に

「
第
三
十
三
条
第
四
項
後

、

、

段
」
を
「
第
六
十
九
条
第
五
項
後
段
又
は
第
七
十
五
条
第
一
項
後
段
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第

七
項
中
「
第
一
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。
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第
六
条
中
「
を
行
っ
た
と
き
は
、
フ
ロ
ン
類
の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
」
を
「
ご

と
に

遅
滞
な
く

省
令
第
四
十
九
条
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

に

作

、

、

」

、「

(1)

(4)

成
し
た
」
を
「
そ
の
作
成
の
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
フ
ロ
ン
類
の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
」
を
「
省
令
第
四
十
九
条
第

一
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と

(1)

(5)

す
る
。

第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
廃
業
等
届
出
書

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収

様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」

、「

」

「

」

業
者
廃
業
等
届
出
書

第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
を

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
を

に

を

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

フ
ロ

に

「

」
を
「

、

ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

第
条
第
１
項

第
条

」
に

「

1
5

」
を
「

3
3

、

」
に
改
め
る
。

第
１
項

第
７
条
関
係

第
６
条
関
係

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収

様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に

「
、

及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
、

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
７
条
第
１
項

第
６
条
第
１
項

、

「

k
g

を

第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
か
ら
引
き
取

た
量

っ

」

「

再
利

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
か
ら
引
き
取

た
っ

k
g

に

「
、

量

」

」
を
「

」
に
改
め
る
。

用
者

第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
六
条
及
び
様
式
第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
年
度
に
係
る
報
告
に

つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
に
係
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
号

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
経
済

産
業
省
・
環
境
省
令
第
七
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う

）
第
十
四
条
第
九
号
及
び
第
四
十
条
第
二
号

。

並
び
に
第
一
種
特
定
製
品
の
管
理
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
（
平
成
二
十
六
年
経
済
産
業
省

・
環
境
省
告
示
第
十
三
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う

）
第
二
１

③
ロ
及
び
２

②
の
フ
ロ
ン
類
の

。

(2)

(2)

性
状
及
び
フ
ロ
ン
類
の
充
塡
方
法
に
つ
い
て
十
分
な
知
見
を
有
す
る
者
等
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
平

成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

省
令
第
十
四
条
第
九
号
の
フ
ロ
ン
類
の
性
状
及
び
フ
ロ
ン
類
の
充
塡
方
法
に
つ
い
て
十
分
な
知
見

を
有
す
る
者

１

一
般
社
団
法
人
日
本
冷
凍
空
調
設
備
工
業
連
合
会
が
認
定
し
た
第
一
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技

術
者
（
以
下
「
第
一
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技
術
者
」
と
い
う

）
。

２

一
般
財
団
法
人
日
本
冷
媒
・
環
境
保
全
機
構
が
認
定
し
た
第
二
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技
術
者

（
以
下
「
第
二
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技
術
者
」
と
い
う

（
圧
縮
機
を
駆
動
す
る
電
動
機
又

。
）

は
内
燃
機
関
の
定
格
出
力
が
二
十
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
又
は
当
該
定

格
出
力
が
十
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
冷
蔵
機
器
及
び
冷
凍
機
器
の
み
を
取
り
扱
う
者
に
限
る
。
三

の
２
及
び
四
の
２
に
お
い
て
同
じ

）
。

３

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

二

省
令
第
四
十
条
第
二
号
の
フ
ロ
ン
類
の
性
状
及
び
フ
ロ
ン
類
の
回
収
方
法
に
つ
い
て
十
分
な
知
見

を
有
す
る
者

１

第
一
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技
術
者

２

第
二
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技
術
者

３

一
般
財
団
法
人
日
本
冷
媒
・
環
境
保
全
機
構
冷
媒
回
収
推
進
・
技
術
セ
ン
タ
ー
が
認
定
し
た
冷

媒
回
収
技
術
者

４

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第

一
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
、
第
二
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
又
は
第
三
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免

状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

５

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
技
能
検
定
に
合
格
し
た
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
技
能
士
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６

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
の
認
定
を
受
け
た
冷
凍
空
調
施
設
工
事
事
業
所
の
冷
凍
空
調
工
事
保
安
管

理
者

７

公
益
社
団
法
人
日
本
冷
凍
空
調
学
会
の
認
定
を
受
け
た
冷
凍
空
調
技
士

８

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
士
（
機
械

部
門
に
係
る
第
二
次
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
る

）
。

９

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

三

告
示
第
二
１

③
ロ
の
フ
ロ
ン
類
の
性
状
及
び
取
扱
い
の
方
法
並
び
に
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

(2)

ー
、
冷
蔵
機
器
及
び
冷
凍
機
器
の
構
造
及
び
運
転
方
法
に
つ
い
て
十
分
な
知
見
を
有
す
る
者

１

第
一
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技
術
者

２

第
二
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技
術
者

３

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

四

告
示
第
二
２

②
の
フ
ロ
ン
類
及
び
第
一
種
特
定
製
品
の
専
門
点
検
の
方
法
に
つ
い
て
十
分
な
知

(2)

見
を
有
す
る
者

１

第
一
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技
術
者

２

第
二
種
冷
媒
フ
ロ
ン
類
取
扱
技
術
者

３

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
号

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県

規
則
第
四
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
フ
ロ
ン
類
を
フ
ロ
ン
類
破
壊

業
者
等
に
確
実
に
引
き
渡
す
と
認
め
ら
れ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。
な
お
、
平
成
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
号
（
フ
ロ
ン
類
を
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
に

確
実
に
引
き
渡
す
と
認
め
ら
れ
る
者
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
フ
ロ
ン
類
を
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
等
に
確
実
に
引
き
渡
す
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者

と
す
る
。

一

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
冷
凍
空
調
協
会

二

岡
山
再
生
資
源
事
業
協
同
組
合

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
号

（

）

、

地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
住
所

ヤ
フ
ー
株
式
会
社

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
番
一
号

二

指
定
代
理
納
付
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
歳
入

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
の
手
続
き
を
行
い
、
か
つ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付
す
る

自
動
車
税
及
び
寄
附
金
に
係
る
歳
入

三

指
定
代
理
納
付
者
が
代
理
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

次
の
国
際
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ

Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｃ
ａ
ｒ
ｄ

Ｊ
Ｃ
Ｂ

Ｄ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ
Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ

Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

四

指
定
代
理
納
付
者
に
よ
る
代
理
納
付
を
開
始
す
る
日

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

娜
の
虹

２

所
在
地

玉
野
市
宇
野
一

三
八

一

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
手
毬
の
里

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
迫
間
四
三
〇

二

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
三
八
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

虹

２

所
在
地

玉
野
市
迫
間
四
三
〇

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



特
定
非
営
利
活
動
法
人
手
毬
の
里

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
迫
間
四
三
〇

二

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
三
九
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

共
同
生
活
援
助
事
業
所
や
ま
な
み
荘

２

所
在
地

高
梁
市
原
田
北
町
一
二
一
四

一
四

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
ぞ
み

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
井
手
一
〇
〇
四

二

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
九
〇
〇
〇
五
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ほ
っ
と
ル
ー
ム
倉
敷
Ⅱ

２

所
在
地

倉
敷
市
笹
沖
六
九
五

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
エ
イ
ド

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
西
富
井
一
二
二
五

一
六

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
四
七
七

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ラ
ル
ー
チ
ェ
め
ぐ
み

２

所
在
地

津
山
市
川
崎
五
九
四

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
津
山
社
会
福
祉
事
業
会

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
川
崎
一
五
〇
八

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
三
〇
〇
〇
九
五

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

し
ー
さ
い
ど

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
宇
野
四
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
晴
寿
会

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
宇
野
一
丁
目
四
二
番
二
六
号

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
四
〇
一
一
三
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
か
な
ち

２

所
在
地

岡
山
県
高
梁
市
落
合
町
阿
部
一
九
九
六

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



１

名
称

株
式
会
社
か
な
ち

２

所
在
地

岡
山
県
高
梁
市
落
合
町
阿
部
一
九
九
二

六

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
九
〇
〇
四
〇
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
満
天

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
一
〇
二
九
番
地
三

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ア
ネ
モ
ネ

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
一
〇
二
九
番
地
三

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
一
二
二
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
梁
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
の
で
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更
の
図
書

を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日岡

山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

高
梁
都
市
計
画
道
路

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

高
梁
市
旭
町
の
一
部

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
高
梁
市
産
業
経
済
部
ま
ち
づ
く
り
課

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一

年
三
月
二
十
四
日
付
け
岡
山
県
告
示
第
百
九
十
号
で
告
示
し
た
津
山
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業

計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

津

山

市

津
山
広
域
都
市
計
画
道

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十

収
用
の
部
分

路
事
業

四
日
か
ら

変
更
な
し

三
・
五
・
津
十

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十

使
用
の
部
分

総
社
川
崎
線

一
日
ま
で

な
し

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年

三
月
二
十
一
日
付
け
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
一
号
で
告
示
し
た
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
の

事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

岡

山

市

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一

収
用
の
部
分

画
道
路
事
業

日
か
ら

変
更
な
し

三
・
三
・
岡
三
百
九

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十

使
用
の
部
分

上
石
井
岩
井
線

一
日
ま
で

な
し

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一

年
三
月
十
三
日
付
け
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
八
号
で
告
示
し
た
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
の

事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

岡

山

市

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三

収
用
の
部
分

画
道
路
事
業

日
か
ら

変
更
な
し

三
・
二
・
岡
二
百
四

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十

使
用
の
部
分

下
中
野
平
井
線
及
び

一
日
ま
で

な
し

三
・
二
・
岡
二
百
五

平
井
神
崎
線

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
一
警
察
の
項
中

を

理

事

官

留
置
管
理
官

」

「

理

事

官

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２７年３月１０日　岡山県公報　第１１６６７号


